
 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の相続に備えて作った

遺言書にも、定期的なチェッ

クが大切です。“相続争いを防

ぎ、家族の幸せを守る”ための

重要書類であり、状況の

応じた見直しは必要です。

♦「財産構成と相続人の状況変化」には敏感に！

 遺言があるからと

わけではありません。逆に、問題ある遺言書を遺し

たがために相続争いが勃発す

続人が遺言書を読んで不満を持てば逆効果になりか

ねません。遺言書に記した財産が今どうなっている

か、金額も大きく変わっていないか、相続人の状況

の変化など、

ものです。

♦状況変化次第では、遺言の見直しも！

遺言の内容を変更するなら、訂正か書き直しが必

要です。訂正するには「×行目中

正した」などと記載して署名し、本文中の変更箇所

にも押印が必要です。また、書き直すなら、変更す

る部分に限定して改めることになります。

 

 

 

法的に的確な遺言書を作るなら、“公正証書遺言”

がお勧めです。公証人への手数料など費用がかかる

ので「公正証書はちょっと…」と敬遠される方もお

出でになりますが、相続の後で、相続人同士で遺言

書の有効性を巡って骨肉の争いを避ける意味でも、

“公正証書遺言”が…。

♦公正証書遺言にはこんなメリットが！

“公正証書遺言”では公証人との事前相談が重要

で、多くの場合は顧客の財産内容に詳しい税理士な

どの専門家が間に入って、スムーズに遺言書が

あがるようサポートしてもらうことが一般的です。
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